
報告第２３号 

債権放棄の報告について 

 ふじみ野市債権管理条例（平成３０年ふじみ野市条例第２号）第１５条の規定

により、次のとおり債権を放棄したので、同条例第１６条の規定により報告する。 

放棄した債権の名称 放棄した債権の件数及び額 放棄した事由 所管課 

福祉資金貸付金 １件 ５６，０００円 条例第１５条第

５号 

地域福祉課 

特定目的借上公共賃

貸住宅家賃 

１件 １９５，１００円 条例第１５条第

３号 

建築課 

特定目的借上公共賃

貸住宅共益費 

１件 ７４，７００円 条例第１５条第

３号 

建築課 

特定目的借上公共賃

貸住宅修繕費 

１件 ４２，３６９円 条例第１５条第

３号 

建築課 

水道料金 ４６４件 ９６３，１２６円 条例第１５条第

５号 

上下水道課 

学校給食費 ２件 ２００，２００円 条例第１５条第

５号 

学校給食課 

  令和７年９月１日提出 
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